
 
 

「ピアサポーターの活動をお願いしたいが誰に頼んだらいいかわからない・・」 

 そのような声を受け、福島県では、「精神障がい者ピアサポーター養成研修会」（平成２３

～２５年度実施）の修了者を対象として、ピアサポーターの登録制度を開始しました。 

 相談支援事業者などが「協力事業所」となり、各協力事業所に配置されたピアサポーター

の紹介や支援を行うシステムです。 

 ピアサポーターの活動を希望する場合は下記によりお申し込みください。 

記 

１ 申込み方法 

（１）下記のホームページから、協力事業所の連絡先を確認 

（２）協力事業所に連絡し（電話・FAX・郵送／申込書は裏面にあります）、活動内容、日

時、報酬の有無など、依頼内容を調整の上、紹介されたピアサポーターに活動を依頼 

 

「精神障がい者ピアサポーター・協力事業所情報」 

     http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21840a/support-1.html 

   

２ 登録制度やピアサポーターに関する問い合わせ先 

   福島県精神保健福祉センター 電話０２４－５３５－３５５６ 

 

 

  ○ピアサポーターとは？ 
    精神疾患を経験し、その経験を生かして、同じ立場にある 

    精神疾患をもつ方への支援を行う方を言います。 
   

  ○ピアサポーターには、どんな活動をお願いできるの？ 
   例えば・・・ 

  ◆精神科病院の入院患者さんやその家族、病院スタッフ、地域の方々に、病気とのつき

あい方や地域での生活に関する体験談を話してほしい。 

  ◆精神科病院の入院患者さんとの交流会に参加してほしい。 

  ◆退院準備のため、グループホームの見学に同行してもらい、グループホームでの生活

について、話をきかせてほしい。 

  ◆市町村のデイケアや研修会に協力してほしい。      などなど   



宛先  協力事業所                   担当者 様 

 

      ＦＡＸ                 
       ※送付後、必ず電話連絡しご相談ください。 

 
                                                    平成  年  月  日 

 

「ピアサポーター紹介申込書」 

 

申込機
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希望す
る内容 

 

 
 

※希望される項目に○をつけてください。 

 

１ 当事者や家族等へのピアサポーター自身の体験発表 

２ 精神科病院のデイケアやイベント等社会復帰プログラムへの協力 

３ 精神科病院入院患者の退院準備のための同行支援 

４ 当事者の困りごとなどへのピアカウンセリング 

５ 精神障がい者の交流の場の企画及び運営への協力 

６ その他精神障がい者の地域移行・地域定着のために必要な活動 

（                                 ） 
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